
 

令和８年６月１１日 

質 問 回 答 書 

 

件 名  地方公共団体情報システム標準化に伴う統合滞納管理システム導入作業委託 

質問 

№ 
資料名 項 目 質問内容 回答 回答日 

1 仕様書 P1 

３ 既存環境 

・行政センター様では、滞納管理システム機能をどこまで利

用されますでしょうか。 

（ex：処分登録など全ての機能を利用、参照機能のみ利用、

納付書出力機能は利用等） 

 

行政センターでは使用する想定はありません。 6/11 

2 仕様書 P4 

（４）非徴収公債権および私債権 

・任意の CSV 取込は、複数のパターンがありますでしょうか。 

・パターン毎のレイアウトをご教示いただけますでしょうか。 

・弊社パッケージ標準の取込レイアウトに合わせていただく

ことは可能でしょうか。 

・規模感を把握いたしたく、債権毎の件数をご教示いただけ

ますでしょうか。 

現在は単一のパターンで取り込みを行っており、原則パ

ッケージ標準の取込レイアウトに合わせる想定です。 

債権の件数ですが、レコード数が多いものは以下になり

ます。その他の債権は数件程度になります。 

学校給食費：1,003 件 

一般被保険者返納金：176 件 

6/11 

3 仕様書 P１ 

４使用想定人数 

利用課の記載がありますが、参照可能な情報としては各課内

で必要な科目に限定する形で想定していますでしょうか？ 

ご認識のとおりです。 

ただし、特別債権回収課や一部の部署では複数の科目を

参照する想定です。 

6/11 



4 仕様書 P２ 

５ 調達範囲 

既存システムからのデータ移行と記載があるが、既設システ

ムからデータ移行が発生するシステム、移行データの形式を

ご教授頂けますでしょうか。 

現行の滞納管理システムで管理している個人住民税、固

定資産税、軽自動車税、法人市民税、事業所税、国民健

康保険税がデータ移行の対象になります。データ形式は

CSV 形式で提供する想定です。 

また、私債権については管理しているすべての債権を移

行予定で、こちらも CSV 形式で提供する想定です。 

6/11 

5 仕様書 P２ 

５ 調達範囲 

既存システムからのデータ移行については弊社システムは 

「統合滞納管理項目定義書」からの取込が前提となります。 

移行対象システム側で「統合滞納管理項目定義書」でのデー

タ提供が可能と考えて問題ないでしょうか。 

ご認識のとおりです。 6/11 

6 仕様書 P３ 

（８）連携システム移行予定 

連携システム移行予定とあるが、令和 10 年 1 月の稼働時点で

連携開始する対象税目はどれになりますでしょうか。 

また、令和 10 年度以降に連携開始のシステムも合わせてご教

授頂けますでしょうか。 

令和１０年１月時点では、個人住民税、固定資産税、軽

自動車税、法人市民税、事業所税、国民健康保険税、保

育料を予定しています。 

介護保険料及び後期高齢者医療保険については、基幹シ

ステム側の連携機能が整い次第連携開始予定です。 

6/11 

7 仕様書 P６ 

７ 基本要件－（8）データ連携 

貴市の想定する連携対象のシステムと連携 IF（機能別連携

ID）をご教授ください。 
別紙「機能別連携 ID_参考資料」をご参考ください。 6/11 

8 仕様書 P７ 

１０データ移行－（2）－イ 

データ移行の３回について 

・移行元ベンダの不備等による回数増は許容頂けると考えて

よいでしょうか？ 

・初回のデータ提供の実施時期はいつ頃を予定していますで

しょうか？ 

ご認識のとおりです。 

初回のデータ提供は令和８年１２月頃を予定していま

す。 

6/11 



9 

【様式６】機

能要件有無

確認票 

No.４ 

私債権を管理できる機能を有すること。また、任意のＣＳＶ

を取り込み、調定を作成することができること。サブシステ

ム等の関連システムとしての導入も可とする。 

とあるが、私債権の管理は調停データの取込をして参照が出

来ればよいのか、その他の業務対応も必要なのか、どこまで

の業務運用を想定しているかご教授ください。 

また、任意の CSV を取り込む機能についてですが、取込に当

たっては機能別連携仕様に沿ったデータを S3 に格納頂く必

要がありますが、 

取込対象のデータは相手方システムにて上記の対応を頂くこ

とを前提として問題ないでしょうか？ 

現行システムでは、収納登録（手動）や明細出力、交渉

記録、分納登録等の機能全般を使用しています。ただし、

執行停止、強制執行、財産調査の機能については使用し

ていません。 

私債権は標準化対象業務ではないため、機能別連携仕様

はありません。調達パッケージの指定レイアウトに基づ

いた CSV を S3 に手動で格納した上で取込み、もしくは

ローカルから手動アップロードすることを想定してい

ます。そのため、私債権を管理している各基幹システム

との連携は想定しておりません。 

6/11 

10 

【様式６】機

能要件有無

確認票 

No.４ 

統合滞納システムで債権放棄や私債権固有の手続を行います

でしょうか。それとも収納管理（債権管理）のみを実施する

想定でしょうか。 

債権放棄についてはシステム管理しておらず、交渉記録

や欠損処理機能を用いて管理しています。 

私債権固有の手続きとしては、徴収停止の決定処理があ

り、現行システムではその手続きに対する機能を有して

います。 

6/11 

11 

【様式６】機

能要件有無

確認票 

No.6 

滞納管理システムから出力する納付書の種類をご教授くださ

い。ください。法人市民税、事業所税、市県民税給与特徴等

の納付書を出力する必要性があるかを把握したいと考えてい

ます。 

 

納付書の種類は、共通まとめ納付書（窓口収納用）、期

別納付書（コンビニ・金融機関等収納用）、催告納付書

を想定しております。出力対象税目は全税目を想定して

おりますが、税目によって対応する収納チャネルが違う

ため、本市の状況に応じて対応してください。 

また、ご記載いただいている法人市民税、事業所税、市

県民税給与特徴等の納付書とは当初課税における納税

通知書に同封の様式と推測しますが、こちらを発行する

想定はありません。 

6/11 



12 

【様式６】機

能要件有無

確認票 

No.32 

「任意の宛名を取り込んでグループ管理できること。 

また、取り込んだグループに対して、条件を指定して CSV 出

力ができること。」とありますが、グループ管理とは具体的に

どのような運用を想定しておりますでしょうか？ 

また、取り込む宛名データとは住登外宛名のことかも併せて

ご教授頂きますようお願い致します。 

例えば、特定の宛名番号のみの CSV を取り込んだ後、滞

納額が３０万以上の滞納者のみに絞って CSV を出力す

るといった想定になります。 

また、対象宛名は住登者宛名、住登外宛名、法人宛名問

わず、すべての宛名を対象とします。 

6/11 

13 

【様式６】機

能要件有無

確認票 

 

滞納管理システムから出力する帳票についてアウトソーシン

グで外部事業者にて印刷する帳票があるか。ある場合は対象

をご教授頂きますようお願い致します。 
催告書の作成を外部委託する想定です。 6/11 

 

【問い合わせ先】 

川口市企画財政部情報政策課情報システム係 

担当：栗原、木田、唐子、大塚 

電話：048-258-5706（直通） 

 


